
令和８年度 前橋市児童文化センター事業運営（案）について 

令和８年度の運営では、第 3期前橋市教育振興基本計画に基づき、令和７年度事業の実績と成果、課題を

踏まえ、重点施策を次のとおりとします。 

各教室、事業の実施にあたっては、社会情勢及び利用者の意見や来館者の実態に応じた柔軟な対応を取り

ながら、事業展開に努めます。 

なお、予算執行が伴うものは、すべて令和８年度当初予算が議決されることを前提としています。 

 

Ⅰ 運営目標 

こどもたちの文化活動の中核として，科学的な原理･法則や環境保全について総合的・体験的に学ぶ活動や，

文化芸術に触れたり自己表現をしたりする活動，交通安全教育，多様な体験や交流活動の機会の充実等に

係る事業などを行い，多様な人とかかわりながら，個性を生かし，夢に向かって主体的・創造的に活動するこ

どもの育成を目指す。 

 

Ⅱ 令和８年度の重点施策 

１ 交通・天文・環境教室の充実 

(1)交通教室の充実                                          

①小学校・中学校・特別支援学校 

・自転車に不慣れな児童の練習の場を設け、引率者が指導できるよう、乗り方の助言、職員配置等の工夫

の継続、指導方法の改善に努める。 

・自転車に乗る経験が少ない児童のため「親子自転車乗り講習会」を開催し、操作習熟を図る。 

②幼稚園・保育所（園）・特別支援学校 

・入学後の安全な登下校のため、年長児を対象として道路の歩行を重点に実施していく。 

（２）天文教室の充実                                         

①小学校 

・事前打合せによる理科の授業の現状把握と、学校ごとの実態に応じた展開や理科授業者の参加を引き

続き促すとともに、充実に向けた ICT の効果的活用方法を含め内容の改善に努める。 

・児童文化センターで行う「こども天文教室」では、実際の天体観察を通して宇宙や天体への興味・関心

の向上を図り、学校の理科学習の振り返りにつなげられるよう努める。 

②幼稚園・保育所（園） 

・Web ページでの情報提供や事前打合せ等による適切な番組選択、実態に応じた星空解説に努める。 

（３）環境教室の充実                                        

①児童文化センターや学校での実施を想定した柔軟な事業対応 

・環境教室の各プログラムの内容を学校へ周知し、それぞれの学校が行う環境教育の一環として効果的な

プログラムを選択できるようにする。 

・学校から提出される実施計画書で事前・事後の活動を含めた、環境教室の教育課程の中での位置付け

を共有することで、学校における環境教育のより一層の充実につながるようにする。 

・４つのプログラムについて、環境問題の現状やESD、SDGｓとの関連を鑑み、内容について検討するとと 

もに、学習展開・教材などを指導担当者で話し合い、内容の充実を図る。 

②学校の環境教育充実のための外部との連携強化 

・教科や環境教育に「環境教室」を位置付けるよう依頼し、ニーズに応じた支援を実施する。 

・学校教育課と連携し、環境教育主任会への情報提供や教育内容に関わる支援に努める。 

・県環境森林課等と連携して専門的知識をもつ担当職員を講師に招聘し、より深い学びを実現していく。 
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２ 自然体験活動の充実 

（１）学校対象                                              

・事前･事後の活動の進め方や有効活用への助言、具体的アドバイスを行うなど、積極的なコーディネート

を進める。 

・指導の展開事例を再検討し、児童生徒がより主体的に取り組めるようさらに内容の充実を図る。 

・講師や事例の紹介などで、林間学校以外の自然体験活動も推進する。 

・講師と連携作成した森林環境教育プログラム（自然体験活動）を活用した実践事例を評価・検証し、さ

らに内容の充実を図る。 

（２）一般市民対象                                          

・指導者と対象や活動について事前によく確認し、一層充実した自然観察会やネイチャークラフト、親子トレ

ッキング等となるようにする。また令和７年度においては天候不良に伴う止むを得ない中止が複数回生じ

たことから、催行時期についても再検討を図る。 

 

３ 科学・文化芸術活動の充実 

（１）クラブ活動の充実                                        

・豊かな体験の場、自らの成長を実感できる主体的活動の場となるよう、活動内容の精選や改善を図る。 

・指導教員の資質向上の場として、学校教育課、総合教育プラザと連携した講師育成や一般講師の人材

開拓に努める。 

（２）多様な科学・文化芸術に関する教室の充実                   

・子供たちの多様な体験活動の支援を行う市民活動を支援し、連携・協働・情報交流を進める。 

・環境教育や SDGｓを視野に入れた新しい教室の実施を引き続き検討する。 

・活動内容の精選や改善、支援の在り方を検討する。 

・実施状況や内容を参加者に伝えるWeb ページの充実等情報発信や、閲覧の働きかけを継続する。 

（３）プラネタリムの番組の制作と投影                          

・天文現象等の情報交換、時季に応じた星座解説などの計画的な研修により、職員の能力向上を図る。 

・番組制作に携わる市民との連携を密にして、充実した内容で分かりやすい番組を制作していく。 

・団体投影の対象を広げていくための周知方法を検討する。 

 

4 遊びの充実と多世代交流の推進 

（１）各種イベントや体験的な事業の推進                         

・子供たちの主体性を育む活動となるよう、企画の見直し、指導内容の検討・確認、講師との事前打合せを

十分に実施する。 

・「わくわくチャレンジコーナー」指導に参画する大学生を募集してコーナーの継続に努め、体験活動を充

実させるよう講師研修を継続実施する。 

（2）交通安全に関わる体験の推進・こども公園の活用              

・歩行や足踏みカートなどを活用して交通ルールやマナーが学べるよう、公園指導員を配置し、引き続き指

導の充実を図る。 

・冒険遊びゾーン内遊具は、職員の日常点検ほか適正な点検・補修を行い、安全な運営を継続する。 

（3）市民力の活用と多世代の交流の充実                       

・ボランティアの会と情報共有や連携を図り、活動の活性化や自主的企画・運営に対して支援を行う。 

・ボランティアの増員のため、ボランティア経験学生や視察学生等に対し積極的な募集を行う。 

５ その他 施設管理、予算等関係（主なもの） 

（１）安全安心に利用できる計画的な施設の管理・運営             



・施設・設備全体の管理計画に基づく適切な修繕等の実施 

※計画：予防保全計画（全庁）・児童文化センター長期保全計画・プラネタリウム長期保全計画等 

・児童文化センターマイクロバスの更新 

・修繕等が完了している多様な設備の適切な保守と維持管理 

・公園管理事務所などの関係課と連携した、安全な環境の維持管理 

・施設環境の適正な活用による、こども未来部等との効果的で継続的な連携 

・人件費等諸経費の上昇に伴い、ゴーカート使用料を１回１00円から 200円へ改定（４月～） 

・ゴーカート利用者の夏場の暑さ対策（ミスト扇風機の設置） 

（２）予算の適正な執行                                      

・広告収入やふるさと納税、教育振興基金の財源確保に継続的に取組む。 

・関連の事業債など財源活用については、財政課との調整を適切に行う。 

・より効果的な予算活用となるよう、教室やクラブなどの定員の適正化を図る。 

 

（３）アクセシビリティを意識した機能の充実               

・インスタグラムでの時機を捉えた情報発信や分かりやすい HPの工夫 

・見やすさや統一感を意識した館内掲示 

・給水所や休憩場所、クールシェアスポットなど、だれでも安心して過ごせる場所づくり 


